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（参考）審議会関係条例・規則

○墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例

(墨田区廃棄物減量等推進審議会の設置)

第7条 区長は、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、墨田区廃棄物減量等

推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、前項に規定する事項について審議するほか、区長に対して、意見を述べ

ることができる。

(審議会の組織)

第8条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、区民、学識経験者、区議会議員及び区職員のうちから、区長が委嘱し、又

は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、墨田区規

則(以下「規則」という。)で定める。

○墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則

(審議会の組織)

第3条 条例第7条第1項に規定する墨田区廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」とい

う。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 審議会は、区長が招集する。

(定足数等)

第5条 審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、意見を聴

くことができる。

(部会)

第6条 審議会の審議事項について、基礎的な調査検討を行うため、審議会に部会を置くこ

とができる。

(庶務)


